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算
根
拠
お
よ
び
今
回
の
改
正
に
よ
り
新

た
に
非
課
税
と
な
っ
た
部
分
の
金
額
を

記
入
し
ま
す
。

ハ	　

ま
た
、源
泉
徴
収
簿
の
「
年
末
調
整
」

欄
の
「
給
料
・
手
当
等
①
」
欄
に
は
、「
給

料
・
手
当
等
」
欄
の
「
総
支
給
金
額
」

の
「
計
①
」
欄
の
金
額
か
ら
ロ
の
新
た

に
非
課
税
と
な
っ
た
部
分
の
金
額
を
差

し
引
い
た
後
の
金
額
を
記
入
し
ま
す
。

ニ	　

以
上
に
よ
り
、
改
正
後
の
非
課
税
規

定
に
よ
っ
て
新
た
に
非
課
税
と
な
っ
た

部
分
の
金
額
が
、
本
年
の
給
与
総
額
か

ら
一
括
し
て
差
し
引
か
れ
、
そ
の
差
引

後
の
給
与
の
総
額
を
基
に
し
て
年
末
調

整
を
行
い
ま
す
。

４　
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
の
記
入

　

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
の
「
支
払
金

額
」
欄
に
は
、
非
課
税
と
さ
れ
る
部
分
の

通
勤
手
当
の
金
額
を
除
い
た
金
額
を
記
入

し
ま
す
。

（
注
）
年
の
中
途
に
退
職
し
た
人
な
ど
に

対
し
、
既
に
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

を
交
付
し
て
い
る
場
合
に
は
、「
支
払

金
額
」
欄
を
訂
正
す
る
と
と
も
に
、「
摘

要
」
欄
に
「
再
交
付
」
と
表
示
し
た
給

与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
を
作
成
し
、
再

度
交
付
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　

佐
渡
税
務
署　

法
人
課
税
部
門

　

☎
74
―
３
２
７
６

　
（
自
動
音
声
案
内
「
２
」
を
選
択
）

◆おむつ代に係る医療費控除について
　傷病によりおおむね６か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、
所得税や市・県民税の申告の際に医療費控除の対象となります。
　初めて控除を受ける方は、医療機関で発行する「おむつ使用証明書」と「おむつ代金の領収書」が必
要ですが、２年目以降で介護認定を受けている方は、主治医意見書において一定の要件を満たした場合、
市で「おむつ使用証明書」に代わる証明書を交付します。
　詳しくは、お問い合わせください。
証明書に関するお問い合わせ
　市役所高齢福祉課　介護保険係（本庁舎１階）　☎６３－３７９０
　または各支所・行政サービスセンター（介護保険担当）
所得税、市・県民税の申告に関するお問い合わせ
　市役所税務課　市民税係（本庁舎１階）　☎６３－５１１０

◆所得税や市・県民税にかかる 
                   「障害者控除対象者認定書」を交付します
　65歳以上の方で、身体や日常生活の状況などが障がい者と同じ程度であると認められる場合は、身
体障害者手帳等の交付を受けていない方でも、所得税や市・県民税の障害者控除が適用されます。
　そのためには、市の認定が必要になります。認定を希望される方は、市役所高齢福祉課または各支所・
行政サービスセンターの高齢福祉担当窓口で申請してください。
　認定書の交付には１週間ほどかかりますので、交付を希望される方は、確定申告等をされる前に早め
に申請してください。
　なお、申請の際には、印鑑を持参してください。
対象者の目安
　○年齢が平成 26年 12月 31日現在で 65歳以上の方
　○身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない方
　○介護保険の認定を受けている方
※なお、審査の結果、対象にならない方もいますので、ご了承ください。
※	一度認定書の交付を受けた方で、その後、状態に変わりのない方は、以前交付された認定書をそのまま
使用することができます。申告相談窓口で認定書を提示し、状態に変わりがないことをお伝えください。

認定書申請に関するお問い合わせ
　市役所高齢福祉課　高齢福祉係（本庁舎１階）☎６３－３７９０
　または各支所・行政サービスセンター（高齢福祉担当）
所得税、市 ･ 県民税の申告に関するお問い合わせ
　市役所税務課　市民税係（本庁舎１階）　☎６３－５１１０


